
大崎市民病院救命救急センター運営費県補助金の現状維持を求める意見

書 

 

大崎市民病院救命救急センターは，平成６年に開設後，約２１年が経過しま

した。開設当初は，一部の救急医療には対応できず，仙台医療圏への搬送を余

儀なくされていましたが，スタッフや医療機器，病床の整備を図り，現在では

三次医療の大部分を実施できるまでに至っています。これもひとえに，宮城県

を初め大崎，栗原，登米の県北自治体からの御支援によるものであり，改めて

感謝申し上げる次第です。 

 しかし，平成２８年度宮城県の予算編成において，大崎市民病院救命救急セ

ンターに対する県補助金が減額となりました。仙台市に所在する救命救急セン

ターを除く３つの救命救急センターに対する補助基準を統一し，国庫補助制度

（医療提供体制推進事業費補助金）を準用した補助制度とするもので，従来の

１億２，０００万円から５，７２２万５，０００円と大幅な減額です。 

救命救急センターは，３６５日２４時間，救急患者を受け入れるために人的

体制を整えておく必要があり，極めて不採算な医療分野を担っています。救命

救急センターは，現に医療の提供を受ける救急患者のみならず，住民の日々の

安心かつ安全な生活に資する施設であり，行政からの支援は必要不可欠です。 

大崎市民病院救命救急センターは，県北部の３市４町にわたる三次救急を担

っており，これらの市町の面積は宮城県の約３９．３％，人口（平成２２年国

勢調査）は約１５．７％を占めています。また，平成２６年度における住所地

別患者数は，大崎市で約５２．９％，大崎地域４町，栗原市，登米市で合わせ

て約４０．７％を占めており，圏域を超えた県北地域の住民の生命を守る役割

を担っています。 

よって，宮城県におかれましては，こうした実態を踏まえ，改めて大崎市民

病院救命救急センターの役割を認識し，３市４町の負担をふやすことは困難で

ありますので，これまでと同様に１億２，００００万円を予算化の上，補助す

るよう求めます。 

 

上記のとおり，地方自治法第９９条の規定により，意見書を提出いたします。 

 

平成２８年３月１０日 

 

宮城県大崎市議会議長 佐 藤 清 隆 

 

宮 城 県 知 事 殿  

   

   

 


